
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

議案第５８号 

西彼中央土地開発公社の解散について 

令和６年１２月３日 

 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和 47年法律第 66号。以下「法律」とい

う。）に基づく公有地の先行取得について、近年の社会情勢の変化に伴いその有

効性や効果が薄れ、平成 25 年度を最後に先行取得が行われていない中、令和６

年度をもってすべての先行取得土地の売却を終える見込がついたことから、土地

開発公社のあり方を総合的に検討した結果、設立の目的を果たしたと判断し、法

律第２２条第１項及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１５号の規定に基づき議会の議決を求めるもの。 

上記議案を提出します。 



   西彼中央土地開発公社の解散について 

 

 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）第２２条第１項の規定によ

り、令和７年２月２８日をもって、西彼中央土地開発公社を解散する。 


